【がん治療地域連携パスの運用と診療報酬の算定の流れ】
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②（専門的治療・診療計画策定）


がんの治療目的に初回に入院した患者に対して。地域連携診療計画に基づく個別の患者ごとの治療計画を作成。患者に対して、退院後の治療を地域の医療機関と連携して行うことを説明する。





計画策定病院


（がん診療連携拠点病院又は準ずる病院）





あらかじめがんの種類や治療法ごとに治療計画を策定し連携医療機間と共有
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④’（定期的な診察・検査）


計画策定病院で作成された治療計画に基づき、外来医療・在宅医療を提供する。また、計画に基づき、適切に計画策定病院に対して患者の診療情報を提供する。





③患者紹介・情報提供


がん治療連携計画策定料


（退院時750点）





⑤経過報告


がん治療連携指導料


（情報提供時　300点）











